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1. 俔｢�辛 

落　合　中　学校　校　旗

(校章の由来)

昭和5 1年4月､落合中学校開校に伴い､校章のデザインを募集｡

旧高陽町　金平の山添剛之さんの作品に決定した｡

○新設校にふさわしく､古いパターンを越えモダンな形である｡

○縦の線は太田川､両側のコ形はそれに連なる山を示す｡全体として

は｢中｣を表す｡
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2. 冏ｸﾕｨ,ﾂ� ��育 兩ｹ�｢�

校　　訓

自律　自ら学び考え､自分をきびしくいまレめ､自己の最善をつ

くす生徒になろう｡

友愛　友だちと協力し､互いに助け､励まし合って､共に進む

生徒になろう｡

鍛練　常に自分を鍛え､何事にもくじけない､たくましい生徒に

なろう｡

1.教育目標
平和を愛する豊かな心をはぐくみ､

自主性･社会性をもち､たくましく

生きる生徒の育成を図る｡

2.学校経営方針
(1)意欲的に学ぼうとする学習集

団を育成する

(2)人間関係能力を育成し向上させる

(3)基礎学力を向上させる

(4)地域との交流を拡大する

3.目指す生徒像
(1)授業を何より大切にし､自ら学び､確実に力をつける生徒

(2)自分や仲間を大切にし､切瑳琢磨し､ともに高まる生徒

(3)夢や希望を持って､あきらめず最後まで頑張り抜く生徒

(4)母校･地域を愛し､落合中学校に入学してよかったと思う生徒

4.取り組みの重点
(1)規律ある授業環境を整える: ･学びのルール遂行･授業めあての明確化

･着ベル

(2)活力ある授業を展開していく: ･特別支援教育の視点に立つ授業
･小グループを活用する授業

(3)行事を大切にし､生徒どうしのつながりを大事にする

(4)生徒会活動を充実させていく

(5)小中連携を深めていく

(6) ｢みそあじ｣を生活の基盤の中心に置くとともに､地域に発信していく

(7) ｢落中メソッド｣を実施し､読むこと､書くこと､計算することを徹底し

ていく
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3.落合 �(hｧxﾕ｢�に入学されるみなさんへ 

本日､保護者のみなさまにはご多用の中､落合中学校にお越しいただき誠にあり

がとうございます｡

さて､このたびお子さまには､めでたく小学校を卒業され中学校への入学の運び

となられましたこと心よりお喜び申し上げます｡

保護者のみなさま同様に児童のみなさまも進学する喜びに胸をふくらませていること

と思います｡

本校の教職員はもちろんのこと在校生一同みなさんの入学を心待ちにしておりま

す｡中学校では小学校で学んだことをさらに進んで学習していく｢学びの場｣であり

ます｡中学校3年間でしっかりとした学力を身につけ､身体も心も鍛え社会に貢献で

きる人になってほしいと思います｡そのためには全ての｢学び｣から逃げない人で

あってほしいと願っています｡

生きていくための力を本校ではこのように考えています｡

○学びから逃げない　○規則正しく生活できる　○仲間と協力できる

〇人をおもいやることができる　○物事を深く考えることができる

○規則やルールを守ることができる　○よりよいことを実行､選択できる

○将来を見通した計画ができる　○全てのことに感謝できる

○地域に責献できる　○当たり前のことを当たり前にやる

また､部活動や生徒会活動も力を入れています｡ぜひ学習や部活動を両立させ､

有意義な中学生活を送ることができるよう一人一人が最善を尽くしてほしいと思いま

す｡教職員一同､皆さんをしっかり応援していきます｡

広島市立落合中学校長　原之園　和弘
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4. �(hｧxﾕｨ,ﾂ� 几�ｧx-�,ﾈ8ｸ�ｸ8ｲ�

平成2 7年度年間授業時数(予定)

区分 儺ｸ�8ｻ8怦,ﾈ�ｼh鳬�B�劔劔追 徳 �<��¥｢����:��紘 A ∩ 的 な 早 習 ��ｨ�B�ﾃｨ5"�ﾇb�

国 書五 I)｡ 倆����ﾒ�敬 早 冑��{��土 日 楽 儖ﾂ�ｦ��保 健 体 育 亰｢����彙�.ｲ�外 国 請 

1年 ��C��105 ��C��105 鼎R�45 ���R�70 ��C��35 �3R�50 ����R�

2年 ��C��105 ���R�140 �3R�35 ���R�70 ��C��35 �3R�70 ����R�

3年 ���R�140 ��C��140 �3R�35 ���R�35 ��C��35 �3R�70 ����R�

※総合的な学習は言語数理運用科(35)を含む｡

落合中｢学びのルール｣

0.開始までに準備をします｡ ��

1.最後まで聴きます. ��

2.手はだまつてあげます. ��

3.rです｡Jrます.｣で話しま �+r��

4.勝手に席から離れません｡ ��

5.宿題は象でやってきます｡ ��

0.授業がはじまってからロッカーに物を取りに行きません｡授業に必要な物は､

机の上に準備しておきます｡

1.先生や生徒の発言中は､絶対に私語をしません｡最後までよく聴いてから､質問

します｡

3.教室は｢学びの場｣です｡授業は､正しい言葉づかいに気をつけます｡

5.宿題はほぼ毎日あります｡たとえば､国語の漢字練習｡毎時間の小テストに備

えた練習が宿題です｡また､英語の毎日ノート｡一日一ページ｡書き慣れるこ

とが宿題です｡また､休日前には｢週末課題｣が宿題になります｡毎日最低で

も1時間の家庭学習を定着させます｡

※　教科や担当の先生が替わっても､ ｢学びのルール｣は共通です｡毎時間､教科

担任が評価して､ルールを守って頑張る皆さんを応援しています｡
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5. -　日　の学校生活

i

･　8:30- (10分)

･　8:50- (50分)

･　9: 50- (50分)

･10:50- (50分)

･11 :50- (50分)

･12:45- (15分)

･13 :00- (25分)

･13:30- (50分)

･14:30- (50分)

･15:23- (12分)

･15:40- (15分)

15 :55終了

･16 : 00-

電i

8 : 2 5分の予鈴までに教室-入り､カバンをロ

ッカー-片づけ､着席します｡着席で出席となりま

す｡全校集会が月2回行われます｡ 2 5分までに体

育館集合です｡もちろん無言集合･無言解散｡

朝読書･落中メソッド･健康

観察･貴重品預け

今日の予定･担任の話　等

授業準備時間は
授業時間は50分｡教科ご
とに担当の先生が替わりま

す｡教科によっては特別教
室に移動して学習します｡

学びのルールを大切にしま

す｡

弁当を持参するか､デリバリー給食(牛乳付き) 

を注文します○箸とお茶は持参です.割り箸は 

使用しませんo残食ゼロに取り組んでいます○ 

ボールの貸し出しを保体委員会で行っています｡

生徒も先生も全員が協力して､自分の教 

室や校舎内外を掃除しますo分担を確実 

に行っていますo 

生徒も先生も全員が協力して､自分の教 ��

室や校舎内外を掃除しますo分担を確実 

に行っていますo 

/ �ｩ?ｨ,ﾉKﾘ�Ik�?ｨ,ﾉuﾉ.姶ﾙDjIx�(h8�5ﾈ6(6械�

担任からの話などがありますoデイリーノート 

(生活帳)に時間割りや宿題を記入しますo 

学年ごとに｢合同暮会｣を行うこともありま 

すo学年の目標や課題はここで共有しますo 

放課後は､14の部活動が活発に活動していま 

すo委員会活動.ちょこボラ.補充学習なども行 

われます○ 

始　業　前

ゆとりをもって登校しましょう｡部活によっては朝練習(7 : 30登校)をする部活もあります｡

8 : 3 0着席で出欠･遅刻の確認をします｡朝の欠席連絡は8 : 2 0までに保護者の方から電話連絡

をお願いします｡

授業準備時間
授業と授業の間の1 0分は､授業の準備時間です｡移動教室もあります｡トイレを済ませ次の授業の

準備をして待ちます｡

清　　　　掃

音楽が流れている間は持ち場を離れません｡音楽が終了したらすぐに教室に戻ります｡
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6. �� �(h8�5ﾈ62�ド 

【理念Ⅰ】

集中力のアップは､

すべての教科学習の

必要条件である｡

【学習指導要領】,= 

く基本的な考え) 

●基礎的な知識,技能の習得 

●思考力.判断力.表現力の育成 

●学習に取り組む意欲の養成.学習習慣の確立 

く教育活動の改善事項) 

●言語活動の充実 

●伝統や文化に関する教育の充実 

【学校経営方針】 

1意欲的に学ぼうとする学習集団を育成する 

2人間関係能力を育成し､向上させる 

3基礎学力を向上させる 

4地域との交流を拡大させる 

【理念Ⅱ】

脳は『環境と努力』で

鍛えられ､成長し､
｢前頭前野｣の成長は

心の成長に通じる｡

【目指す生徒像】 

1授業を何より大切にし､自ら学び､確実に力 

をつける生徒 

2自分や仲間を大切にし､切瑳琢磨し､ともに 

高まる生徒 

3夢や希望を持って諦めず最後まで頑張り抜く 

生徒 

4母校.地域を愛し､落合中学校に入学してよ 

かつたと思う生徒 

【生徒の課題】
･家庭学習が習慣化されていないため､学習した内容が定着していない生徒が多い｡

･ドリル的な反復学習が苦手な生徒は､基礎的な計算力､漢字力が身についていない｡

r語集が不足しているために､日常生活の中で自らの感情､思いを表現することが苦手な生徒が多い｡

t集中力の維持が難しく､思考･記憶などの学習の行程において大きな障害となっているケースがあるo

脳を鍛える取 �.��x-ﾒ� 日常の学習 佰�ｨ/�ﾘ(-�.偃b�り組み 

計算トし
数学の授業の中で毎時

間､ r計算タイム｣を設

ける｡

内容は四則計算の50間｡

毎時間記録用紙に結果

(正答数･所要時間)を

記録する｡

書誌トし
国語の時間に2分間の｢音読

タイム｣を設ける｡

プリントを各自で何度も音読

し､回数を記録する｡

教材(音読プリント)　は､

早口ことば､ことわざ､故事

成語､頒用句､古典や近代文

の冒頭など､幅広く扱う｡

群読発表や暗唱発表などを目

標に､意欲を持続させる｡

書写トし
基本は毎週金曜日の朝会で7分

間のr書写タイム｣を設ける｡

時間内に書ききれなかったもの

に関しては､土曜日･日曜日の

宿題とする｡

教材は新聞や落中メソッド教材

を用い､発達段階を考慮して取
り組む｡

【期待される効果】 
t決められた時間に計算.音読､書写に取り組むことで集中力が高まる○ 

･脳の活動が活性化され､教科学習を行う準備が整う○ 

･計算トレを継続することで基本的な計算力(スピード一確実性)が身につく｡ 

･音読トレに取り組むことで詩集力が高まり､表現力が身につく○ 

･音読トレの教材で古典等の文学作品を扱うことにより､さまざまな文学作品に触れることができる○ 

･新聞を読むことで､世の中のできごとに興味.関心を持つ○ 

･新聞や文学作品を書き写す中で､一流の文章に触れ､文章力や詩集カを身につける○ 
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7. �(-ﾘ+ｸ*�+j2�in落合中 

8年前から落合中学校区3校(落合中･

落合東小･真亀小)では､子どもたちを
『9年間で育てる!』という共通理念のも

とで取り組みを始めています｡ ｢家庭学習週

間の取り組み｣ ｢スーパーキラキラ大作戦｣
｢サマースタディーサポート｣ ｢中学校部活

動体験｣など､小学生と中学生が一緒に行

う行事は､他の中学校にない先進的な取り

組みとなっています｡

面では､生活の合言葉｢みそあじ｣

げて子どもたちを指導しています｡

える｣ ｢Eaうじをする｣

｣ ｢国間を守る｣は､

十分身に付いていない子どもたちも多く､落合中学校区の子どもたち全員が身につ
けてほしい共通の生活課題になっていると考えています｡この｢みそあじ｣は､落

ち着いた学校生活を過ごし､学習習慣を身につけ､学力を伸ばす土台となるもので

す｡この土台が､希望する進路の保障を支えます｡

保護者の皆様には､このことをご理解いただき､子どもたちが｢みそあじの学校｣
と誇れるよう､ご協力をお願いします｡

み 自分自身をみつめ､誇りと自覚を持って身だしなみを整えることができるよ

う指導します｡身だしなみについて違反があれば連絡します｡ご家庭で責任を持っ
てご指導ください｡著しい違反(染髪や変型の髪型､化粧､ピアス､異装など)は､

違反を当たり前にしないためにも直して登校するよう指導します｡ご理解ください｡

★月1会の身だしなみ点検(みそあじ集会)

★年1回着こなしセミナーを開催

i 心を磨き奉仕の心を育てます｡毎日全教員が清掃につき指導します｡また､

生徒会が主体となってボランティアを推進します｡
･毎日10分間清掃を行います｡

･ 10分間は持ち場を離れません｡

･掃除終了後､集合･点検･評価を行います｡

･教室の環境整備は､いつも全員で行います｡

･ちょこボラに積極的に参加します｡
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｢いつでもどこでも挨拶と感謝の言葉が聞こえる落合中｣を目指します｡

めざせ.I LペIL5
レベル �*�*(+8,(,ﾈ.h*H+r�

5 俾兒ｨ*�.yzx+��-ﾈ.蟹�ｨ訷/�ﾊ�,JB�

笑顔で会釈しながら､大きな声であいさつする. 

4 俾兒ｨ,ﾉ_ｸ*�.zH檍煇+X,�*ｨ.zB�
はっきりとあいさつする｡ 自分の方から､会釈しながらあいさつする｡堀や /S 声をかけられてから､相手の方を見て 

3 

2 i.-.一言■ー 

あいさつをかえす. 

1 ��ｨ/�*�*�.x.ｨ,H*�.zH抦+8,��ｨ,X*�*(+8,(/�*�*h+z��

授業あいまつしペIL5
レベル 凅�(h5�5�488ｸ�ｼh*�*(+8,"�

S �7�8ｸ,X､ｨ趙頡途�(X7�8ｲ韈���,ﾈﾖﾙ.蔚ﾘ幵��9���

と塾 ��9�ﾈ,X+ｸ.ｸ*h,C���,X4�8ｨ4��(hｸ��

忍 舒馮ｸﾆ�,ﾈ*�*(+8,(/�+x.定�ｸ��

遅刻やベル着の指導をします｡遅刻を繰り返したら家庭連絡をします0

8時25分(予鈴)までに教室に入り､カバンをロッカーへ入れます｡

8時30分(本鈴)着席します｡ (出欠確認)

★ ｢着ベル｣

授業開始のチャイムまでに席に着くと､授業がすぐに始めらます｡

★ ｢授業準備時間｣

授業と授業の間の1 0分間は､授業準備時間といいます｡授業道具を

机の上に出しておきます｡

★下校時刻
暮会後3 0分以内には完全下校です｡ (部活動以外の生徒)

★部活動
17時･ 17時半･ 18時の3期に分けて設定しています｡
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8.落合 �(i�i6ｹ�9;��
一落合中学校の｢生徒心得｣をお伝えします

ご理解の上､ご協力お願いします｡一

落合中学校の生徒として､よい校風と伝統を育てるための努力をします｡そし
て､落合中生徒としての自覚を持ち､節度ある楽しい生活を送りましょう｡

【学校生活に関する規定】
1　登下校

(1)始業5分前までに､教室に入室しておきましょう｡また､別に定める一般下校､部活動
の下校時刻を守りましょう｡

(2)自転車通学は禁止です｡通学は徒歩になります｡

(3)登下校中､寄り道や買い食いをしてはいけません｡また､定時に帰宅する習慣をつけ

ましょう｡

(4)登校後は､無断で校外に出てはいけません｡

(5)欠席､遅刻､早退､欠課､忌引きのときは､必ず学級担任に届けてください｡

(直接保護者の方が連絡してください｡電話連絡は8:20までにお願いします｡事前にわ

かっている場合は､生徒手帳の届け出欄を用いてもよい)｡

遅刻した場合は､職員室で『遅刻届』を書いて教室に入ります｡

2　学　習

(1)学習は中学生活の中心です｡毎日の授業を大切にしましょう｡

(2)おちついた教室環境を作りましょう(机をそろえる､ゴミを拾う､身だしなみを整え
るなど)ら

(3)チャイムで授業を開始しましょう｡ (1 0分間の授業準備時間内に次の授業準備を終
えます｡教室移動は速やかに行い､係の生徒は先生との連絡をすませます)｡また､

授業に遅れたら､必ずその理由を授業担当の先生に届けましょう｡
(4)授業開始と終わりのあいさつを大切にしましょう｡

(5)意欲的に学力を伸ばし､自分や友達のいい面を見つけましょう｡

(6)小学校で身につけた『学びのルール』を大切にしましょう｡

3　礼儀と行動
(1)礼儀は人格と敬愛のあらわれです｡落合中学校の生徒としての品位をもって､真心の

こもった気持ちのいいあいさつをするように心がけましょう｡また､言葉遣いに気を

つけ､ ｢です｣ ｢ます｣で話しましょう｡

(2)校内で来訪者にあったときは､レベル5のあいさつをしましょう｡

(3)校舎内で走り回ったり騒音をたてたりすることがないようにしましょう｡

(4)校長室､保健室､職員室､事務室に入るときは､必ずノックして許可を受けてから入

りましょう｡

(5)無断で特別教室や他の学級､他学年の階に行ってはいけません｡
(6)学校の物品を借りたいときは､必ず先生に許可を得てください｡

(7)生徒間での物の交換や､金銭の貸し借りをしてはいけません｡

(8)校内利用ルールを守りましょう(安全のため､遊び禁止･立入禁止になっているとこ

ろがあります)｡また､危険な行為を絶対にしてはいけません｡

(9)上記のほかにも､給食や掃除､保健室利用の仕方など学校生活上必要なルールが別に
定められているので､ルールに従い､責任ある行動をとりましょう｡
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4　所持品
(1)生徒手帳は､常に身につけておきましょう｡

(2)所持品には､はっきりと名前を書きましょう｡

(3)他人のものは無断で使用しないようにしましょう｡

(4)不用なお金､貴重品は持参しないようにしましょう｡

(お金を持参した場合は朝会時に担任の先生に預かってもらいましょう｡)

(5)学習に必要のないものは､持参しないようにしましょう｡

(6)荷物はロッカーで管理しましょう｡ (学校においてよい荷物は指示があります｡)

(7)携帯電話の持参･使用は禁止しています｡ (※細かい規定は以下の通りです｡)

･原則として持ち込み禁止(登下校も同等の扱い)○ 

･許可願について...保護者の申告により､やむを得ない理由と判断すれば 

許可願を提出してもらう○ 

(考えられる理由).生徒の生命にかかわる内容 
･家庭の事情 

5　身だしなみ
(1)落合中学校の生徒として誇りをもち､常に清潔感のある身だしなみで過ごしましょう｡

(2)服装･頭髪等のみだしなみは別に定める規定に従いましょう｡

(3)特別な服装をするときは､先生に届けて許可を受けましょう｡

6　校内美化
(1)私たちの学校は､私たちの手で美しくしましょう｡

(2)校舎内および土足禁止のところは､土足で上がらないようにしましょう｡

(3)校舎､校具を汚したり､傷つけたりしないようにしましょう｡

(4)校内の清掃はみんなで協力しあって､まじめにしましょう｡

(5)下校の際は､カーテンを開け､机の整とんをし､戸締まりをして帰りましょう｡

【校外での生活に関すること】
1　外出

(1)外出の際は､行き先､目的､同行人､帰宅時間などをはっきり保護者に言って許可を

得て出ましょう｡

(2)危険防止のため次のことがらは､保護者(保護者に変わる責任者)同伴で行ってくだ
さい｡

ナイター､映画鑑賞､コンサート､カラオケ､ゲームセンター､ボウリング､

喫茶店､飲食店､キャンプ､サイクリング､登山､花火等危険と思われること､

夜間の外出･外泊
(3)夜間の外出･外泊はしないこと｡

(保護者同伴以外では日没後外出しない)｡

2　交通事故防止について
(1)交通ルールとマナーを守りましょう｡道路への飛び出し､車の直前直後の横断､車道

の歩行など危険な行動をしてはいけません｡

(2)自転車に乗るときは､特に気をつけましょう｡ (二人乗りをしない)｡

(3)バイクの無免許運転は絶対にしてはいけません｡

3　その他

(1)下記の場合は学校に届けてください｡

アルバイト(アルバイトは原則として禁止しています｡)
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(2)違法行為(喫煙､飲酒､シンナー､万引きなど)は絶対にしないこと｡

(3)携帯電話を使用する場.合は､家庭でルールを決めて､正しく使用しましょう｡特に午

後10時以降は､電源を切る｡自分の部屋に機器を持ち込まないといった､ 『テン･

オフ』を守りましょう｡

【みだしなみに関する規定】
落合中学校では次のように定めます｡きちんとした容姿で節度ある毎日を送るように心が

けましょう｡

1　男子服装
(1)冬服-本校規定のもの｡ブレザー､スラックス､長袖ポロシャツ､ベスト

(2)夏服-本校規定のもの｡半袖ポロシャツ､スラックス

(3)流行を追わない身だしなみとします｡ポロシャツの襟はブレザーの下です｡

2　女子服装

(1)冬服-本校規定のもの｡ブレザー､スカート(スカート丈は膝にかかる程度)

長袖ポロシャツ､ベスト

(2)夏服-本校規定のもの｡半袖ポロシャツ､スカート(スカート丈は膝にかかる程度)

(3)流行を追わない身だしなみとします｡ポロシャツの襟はブレザーの下です｡

3　靴､靴下

(1)靴は､男女とも白地のひも靴(ひもも自)で､運動に適するもの｡ハイカットの

シューズやいちじるしく変形したものは禁止です｡ (授業､体育祭､受験等に使え

るもの)

(2)靴下は男女とも白のもの｡ワンポイントの入っているものは可｡

(3)流行を追わない｡ (ルーズソックス､くるぶしソックスなど)

(4)上靴は本校規定のもの｡ (学年でラインの色が違います)

4　衣替えについて
衣替えは6月､ 10月とします｡ただし､調整期間を設け､その期間内に準備をします｡

(気候によっては時期がずれる場合がある)
(1)調整期間　約1週間～2週間

(2)調整期間の服装

男女とも冬服､夏服のどちらでもよい｡また､冬服の場合､上着･ベストは着用
しなくてもよい｡学校指定のポロシャツは､長袖･半袖どちらでもよい｡ただし､

名札は所定の位置にきちんとつけておきましょう｡

5　頭髪のきまり
(1)　男女とも中学生らしい髪型にします｡

(2)　男　子　　　　　　　　　　　　　　: (3)　女　子

①前髪は自然の状態で目にかからないよ: ①前髪は自然の状態で目にかからないよ
うにします｡ (髪が伸びた状態の時)  :　うにします｡

②　襟あしは上着のえりにつかないように: ②後ろ髪は､襟の下の線より長くなった
しますo (髪が伸びた状態の時)　:　ら結びます｡その場合は黒･紺･茶･

③横は耳がかくれるほど長くしません｡ :　青のゴムを用い､リボン､ヘアバンド

④パーマ､脱色､染めるのは禁止です｡ :　などは禁止です｡

⑤額の剃り込み､及び眉毛を剃るのは禁: ③ピンでとめる場合は､かざりのついて

止です｡　　　　　　　　　　　　　:　いないもので､黒･紺･茶･青のもの

⑥左右非対称カット･一部を極端に伸ば:　とします｡プラスチックのものなどは
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すか切る･不自然に立てる他不自然なカ

ット等､極端に流行を追った髪型や不自
然な髪型にしません｡

⑦化粧したり､整髪料をつけたりしませ
ん｡

6　その他

(1)ズボンのベルトは飾りのないもので､黒･紺･茶色のものを着用します｡

(2)名札は次のようにします｡

①　つける位置は､男･女とも左胸の位置につけます｡

②　名札は学校規定のものを購入します｡
(3)防寒用としてセーターを着用する場合｡

①　Ⅴ首の無地のセーターか､カーディガンをポロシャツのえりが見えるように着用し
ます｡

②　色は､黒･紺･茶･グレー･白の5色とします｡

③　規準服からすそが長くはみ出すものは避けます｡
④　上着を脱いで､セーターやカーディガンで活動しません｡暑い場合は､セーターや

カーディガンを脱いで､上着を着ます｡

(4)ポロシャツの下に着る下着やTシャツ等は､白色を着用します｡

(5)冬期は､マフラー･手袋を使用してもよいが､校舎内では使用しません｡

(6)ジャンパー､コート類は禁止です｡ (トレーナーやパーカー類も認めていません｡)

(7)ピアス等の不要な飾りは身につけません｡

(8)入学式､卒業式等の儀式や体育祭､合唱祭､修学旅行､野外活動､職場体験等の
校外での行事や､地域･保護者の方々と関わる場面では､みだしなみ規定に違反が
あると判断された場合､参加を認めず､特別な指導を行います｡

【特別な指導(別室振り返り指導)について】
教育上必要な反省指導については､保護者の協力のもと次のような指導を行います｡
(1)説諭

(2)授業反省指導(通常の学校生活の中でおこなう)
(3)奉仕活動

(4)特別な指導(別室振り返り指導)

(5)その他特別に必要と思われる指導

★特別な指導(別室振り返り指導)に関して
1　目的について

(1) ｢何がいけなかったのか｣を考え､同じ失敗を繰り返さないように自らの行動を振

り返り､自省する機会とします｡

(2) ｢今後がんばること｣等を考え､よりよい学校生活を送ることができるような展望

を持つ機会とします｡

(3)生徒と先生の人間関係づくりを重視するとともに､学校と家庭が連携し､以後の
生活に活かします｡

(4) ｢社会で許されないことは､学校でも許されない｣との認識に立ち､毅然とした指

導を行い､謝罪が必要な場合は､事象に対する責任の取り方を学びます｡
(5)問題行動は生活の乱れが表面に現れた現象であるという認識に立ち､問題行動だけ

の指導に終わらず､生活全般を立て直すことを目指します｡

2　以下のような行為や行動に関しては､特別な指導(別室振り返り指導)を行
う対象とします｡
①飲酒･喫煙(同席･準備行為(所持)を含む)
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②暴力行為(生徒間暴力･対教師暴力)
③建造物･器物破損
④窃盗･万引
⑤薬物等乱用
⑥いじめ
⑦カンニング
⑧授業エスケープ
⑨授業妨害
⑩異装(頭髪の違反を含む)等で指導に従わないなどの指導無視及び暴言等
⑪その他､法令･法規に違反する行為や学校が教育上指導を必要とすると判断した行為

3　特別な指導(別室振り返り指導)の方法
(1)場所について

別室とし､期間内は､冷静に落ち着いて自省するために他の生徒との交流も避け
ます｡

(2)期間･時間について

期間･時間は問題行動の程度や常習性､本人の状況等を考慮し､協議の上決定し
ます｡ (原則3日以内とします｡)

(3)指導内容について

①身だしなみを整える､時間を守る等の基本的な生活規律や学力の補充による学習
の基礎･基本を徹底し､生徒自身でどうすればよいかを考え､実行し､継続でき

る内容を盛り込みます｡

②最初の時間に必ず､ 『振り返りシート』をもとに先生とともに自らの問題行動を

振り返ります｡

③保護者にも『振り返りシート』への記述を求め､学校と家庭で協力･連携し､指
導を行います｡

4　事後の指導について
①特別な指導を行った後も1週間程度､ 『行動記録シート』､ 『自律日誌』を活用し､

学校生活がきちんと送れるようにします｡
②指導される生徒本人が改善に向けて指導に従い､落ち着いて教室に入れる状態に

あることが確認できるまでは､特別な指導を継続します｡

③特別な指導の最終日には保護者に来校していただき､今後の約束を行い､学校長
との面接により終了を判断します｡

④事後の生活に反省が見られない場合は､協議を行い､特別な指導にもどります｡

5　その他

①期間中の部活動の参加は禁止します｡ (部活動の公式大会への参加等は協議によ
り決定します｡)

②期間中にある定期テスト等は別室で受験します｡
③期間中にある学校行事への参加は協議により決定します｡
④必要に応じ､スクールカウンセラーによるカウンセリリングを勧める場合もあり

ます｡

⑤法令･法規に違反する行為､いじめ､暴力行為､問題行動を繰り返す場合は､警
察や児童相談所などの諸機関と連携をとります｡
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9.部活 �� 

1.平成26年度開設部活動

体　育　系

卓球バドミントン(女子)バスケットボール(男子) 冢ﾈｸR�&ｨ����
バレーボール(女子)ソフトテニスサッカー(男子) ��

ソフトボール(女子)剣道陸上 ��

文　化　系

吹奏楽 �i.ｸ怩�美術 

2.部活動の意義

生徒が希望する部に所属し､自主的･実践的な活動ができるよう援助し､
ひとりひとりの個性をのばしていく｡また､学年･学級の所属を離れ､共
通の興味や関心に基づく集団の中で､生徒相互ならびに教師と生徒の協力
的な関係､人間的なふれあいを重視する｡

3.部活動時間

(1)活動時間は､月曜から金曜まで｡時間は次のとおりである｡
A･ ･ ･ 18 : 00　完全下校

B･ ･ ･ 17 : 30　完全下校

C･ ･ ･ 17 : 00　完全下校

※A～Cの期間については､日没時刻や行事を考慮して別に定める｡

(2)早朝練習の要望がある場合は､ 7時30分～8時10分まで行うことが
できる｡

(3)部によっては､土曜日や日曜日に活動するところもある｡
(4)定期試験の一週間前からは､原則として部活動を停止する｡
(5)大会･試合の一週間前から30分以内の延長ができる｡

4.入部について

(1) 1年生は4月初めに見学(体験)期間をもうけ､その後正式入部するも
のとする｡

(2)同一部に三年間在籍することが望ましい｡ただし､年度途中に特別な哩
由(身体的理由等)により､変更を申し出た場合､担任･顧問･部活動
担当で検討し､変更を認める場合がある｡
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1 ����生 �6ｲ�∠ゝ =F 

生徒会とは･ ･ ･

生徒会は､生徒全員で組織したもので､学校生活の充実や改善向上を図るた
めの会です｡そのために､先生の助言を受け､生徒会の組織を作り､自分たち
の代表を選び､その代表に全員が協力することによって自発的･自治的な活動
をすすめていきます｡

生　徒　会　組　織　図

生　徒総会･

評　議　員　会･

ボランティア局･

部　長　会･

生　徒　朝　会･

･生徒会活動について､全校生徒が集まって審議･決定する会｡

･クラスの代表が集まって審議･決定する会｡

･ボランティアの推進(ちょこボラの企画･ボランティアのコーディネート)

･部の代表(部長)が集まって話し合う会｡

･毎月1回､委員会の報告や学年の交流をする｡
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各専門委員会の活動内容

保体委員会
健康で明るい学校生活が送れるような活動を計画する｡

1.日常活動(ボールの貸出･健康観察)
2.体育的行事の計画･推進
3.保健行事の補助
4.傷病者の世話
5.保健衛生･事故防止に関すること(啓発ポスター･PR)

学習環境を整える
清掃活動の徹底
教室環境の整備･改善
掃除用具の点検･補充
大掃除の計画
校内美化(花いっぱい活動)
安心･安全な給食(昼食)の徹底

図書委員会
図書室の自主的運営を行い､読書活動を推進する｡

1.図書の整理･貸し出し
2.図書室の整備
3.新刊図書の紹介
4.朝読書の推進
5.紹介文･掲示物･表彰等による読書活動の啓発
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ll.落合 �(hｧxﾕｨ,ﾈ*�.�,為2�辛 冰ﾉ.��(平 ��27年 ��皮) 

(1)儀　式

始　業

入　学

前期終
後期始
卒　業

修　了　式

) 2/3年生

)全学年

(2)文化的な行事
フレンドリーコンサート(10月17日　土曜日)

合唱祭･落中ギャラリー(10月23日　金曜日)

(3)体育的な行事
体　育　祭(　9月12日　土曜日)

(4)体験的な行事
1年　野外活動(4月22日水曜日～4月23日木曜日)
2年　修学旅行(5月26日火曜日～5月28日木曜日)
3年　職場体験(7月13日月曜日～7月14日火曜日)

(5)保健安全的な行事
健康診断(内科･歯科･耳鼻科･眼科　4月～5月)
身体測定(4月　　日　曜日)

(6)授業参観
4月1 8日(土曜日)授業参観･学級懇談会(PTA役員決定)･1年野括説明会
4月26日(日曜日)授業参観･修学旅行説明会･pTA総会
5月20日(水曜日)授業参観･部活参観
6月1 9日(金曜日)授業参観･懇談会･デリハ○リー給食試食会･進路説明会
7月22日～24日　三者懇談会
1月　6日(金曜日)授業参観･懇談会(1/2年)･進路説明会(3年)
2月16日～18日

14日(木曜日)
三者懇談会(123年)
授業参観

12日(金曜日)授業参観
3月16日(水曜日)授業参観･懇談会(1/2年)

未　　定　　　　　　心の参観日(外部講師招聴)

(7)学校へ行こう週間
6月19日(金) ～学校へ行こう週間
9月24日(木) ～学校公開週間

10月23日(金) ～学校へ行こう週間
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1 �"��入 乂r�式 �-ﾂ�で �,ﾂ�日程 

-･-4月1日(水)

教育委員会より送付されている入学通知書を中学校に持って来てください｡
入学の手続き､その他を行います｡

)日　時　　平成27年4月1日(水)　午前9時～1 1時

)場　所　　落合中学校　体育館･ 2F教室
)持参物
●　入学通知書(裏面の名前のかな書
きを必ず漢字に直してください｡)

●　筆記用具(新入生確認テストを行
います｡)

●　上ばき
●　下足を入れる袋

(4)その他
●　体育館は8時45分に開場します｡

9時までに整列を完了します｡
●　服装は小学校の基準服です｡
●　不要物は持ってこないこと｡ (携帯

電話は禁止です｡)
●　身だしなみに気をつけること｡
※　駐車場はありません｡自家用車は
ご遠慮ください｡

示忘も癖;7'C三ま,{'i∴741 

笹琴脚北区出払二丁脚. 落合太郎様 

hlhtMH,JIM.tltlht.I叫l小lhtll.l叫l.IILIl.II.ll.llll)d 

入学通知書"h4° 
平成咋1JJ29LJ 

傑&{X二B;tGおり入.榊るよ禁.uLTb国 

人..ill:8-翁落合花子 
･I;_秤目tj平成fr.I.ーlJ作別女 

脂,i:学校は;仏'1JHJ:請合中学校 

入学*何日平成27年4月1日(水)午前9時 

- ･ -4月8巳(水)

(1)日　時　　平成27年4月8日(水)　午前9時～

(午前8時2 0分までに保護者同伴で登校してください｡)

れ

9時か
就任者

落合中学校　体育館

成一覧(8時､校舎東側に掲示ます｡)で､クラスと出席番
して新入生は教室に入ります

クラスごとに教室
保護者の皆様も､
学級開き終了後､
選出に入ります｡

のまま体育館へご入場 さい｡

行います｡
学級開き(30分程度)を行います｡
観してください｡

校します｡その後P TAの学級役員

生徒は基準服を着用して登校してください｡
保護者の方は､上履きと下足入れの袋をご持参ください
今後
今後

体育虎行事の時は下足を袋に入れて各自でお持ちください
授業参観等

ますので､そこを
で来校される
ご利用くださ

駐車場はありません｡自家用車
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は､生徒用の脱靴場に靴箱を設けてい
I

ご遠慮ください｡

13. 乂xﾕｩEｲ�入金の方法について(お願 �*"��

本校では､学校-納入していただく諸費･および副教材･給食費等につきまして､広島

市教育委員会が行う学校納入金システムの導入により､安全確保の意味から口座振替によ
って納入していただく方法をとります｡

つきましては､口座振替をさせていただく金融機関は､ゆうちょ銀行となっておりま

すので､全員が自動払込の申し込みを行ってください｡

申し込み方法は､配布した｢自動払込申込書｣に記入例のとおりにご記入､押印の上､

旦_JI 6日(金)までに落合中学校事務室までこ提出ください｡ (全員の提出が必要です)

用紙記入にあたり､すでに口座をお持ちの方は､その口座を利用されてかまいません｡

お持ちで無い方は､口座を開設した後に必要事項をご記入ください｡

なお､支払いについては､ご登録いただいたゆうちょ銀行の個人口座から学校口座-の

引き落としによるお支払いとなりますが､その際､引き落とし手数料をご負担いただくこ
とになりますので､ご承知ください｡

∴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴

｢                                                                                                                                           ∴

:　　　学校指定の金融機関　　　　　　　　　　　　　　　　:
∴                                                                                                                                           ∴

:　ゆうちょ銀行(いずれのゆうちょ銀行でもご登録いただけます)  :
I                                                                                                                                           l

:　　　　　　　　　　　引き落とし手数料　---　10　円　　:
l I

l                                                                                                                                                        l

今年度の自動払込および給食費などの納入方法につきましては､下記のようになりま

すので､ご確認ください｡

記

自動払込でゆうちょ銀行に納入していただくもの

副教材費､実習教材費､ pTA会費､生徒会費､生徒手帳､給食費　等

☆　日本スポーツ振興センター加入金については別目

について せていただ

童　　毎月j=5.Eも.(雛浩場景蓮営業｡　　　　　圭
I                                                                                                                    I

萱　　　78:貼よ轟相違,o是L(再払込2 1日)　　　…
t                                                                                                            l

:　　　※　3月分給食費は､ 2月分と合わせて払込となります｡　:
l l

l I I L+I+I t LllL I J A A rl I I I I L I I I I I I I I I I rr I I I I I I I I L I I I I I　+I I I I I l　+I L r J l l l l I　+I++I I I fI l tlP

なお､納入金については､ ｢学校納入金のお知らせ｣により内訳･金額･引き落とし日

をお知らせいたしますので､口座の残高をご確認いただき､引き落とし不能にならないよ

うにご協力くださいn

また､引き落としができなかった場合､現金を直接担任または事務室まで届けていただ

くことになりますので､よろしくお願いいたします｡

※　その他納入していただくものとして､野外活動費や修学旅行費がありますが､それら

の集金方法については､別途お知らせします｡
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ゆうちょ銀行　口座登録手続きについて(お願い)

ゆうちょ銀行の口座登録手続きについて､下記のとおり記入例を参考に｢自動払込利用

申込書｣をご記入､ご捺印のうえ､配布しております返信用封筒に入れてご提出ください｡

嵐

1.　提出書類

｢自動払込利用申込書｣ (きみどり色のA4)

落合中学校事務室へ

2.　記入するときの注意点

①　通帳表紙の裏ページに記入している通帳記号･通帳番号を記入してください｡

②　通帳に届けてある印鑑を押してください｡

③　訂正する場合は二本線を引き届け印を押してください｡修正液や修正テープは使用

しないでください

･例)　落昔合

3.　その他

①　ゆうちょ銀行の通帳をお持ちでない方は､ゆうちょ銀行で通帳をご準備ください｡

②　ゆうちょ銀行の通帳であれば保護者名義でも生徒名義でもいずれでも可能です｡

ご都合の良い通帳口座をご指定ください｡

③　原則､ 3年間振替口座を利用いたします｡口座や名義の変更等必要な場合はご連

絡ください｡

④　大切な個人情報ですので､厳正に保管し他に利用いたしません｡

尚､納金につきまして不明瞭なことや相談等ありましたら事務室(842-641 6)まで

ご連絡ください｡
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≡.こ..i.i.-I-,自動払込利用申込書◎⑳ ■ ○ 

通帳 名義 記入 てく大 きい. 偃ﾙmｨ5(�ｸ6x���佛��霻�記号 剩ﾔ号確認して記 

別コード 茶hﾈYmｨ*ｨ*�.��ｨﾘx,ﾚB��iy8,�+(ｴﾉ?ﾈ*ﾘ+�+8*"��宙嚢ｶﾈ-�,X+)Mﾉ?ﾈ岑+8*"���餉Hﾘh/��

166 �30 ��ｨ�ｸ�8�ｸ�8�ｸ�3��ﾂ�※ ��ｳｴ���8�ｸﾅﾂ�･FFtf:.さい :書己入してく 

巨所 �(郵便番号739-0000) 劔�,ｩ*��<ﾘ�2�
広島市安佐北区〇〇〇〇丁目0-0 

● プリがナ 刄Iチアイトウゴフリガナは 劔お届け印 ㊥ 

口座名義人 剳Kずご記入 落合真吾ください 

備考 剳ｽ成〇〇年度新入生 
生徒氏名落合真奈美必ず配入してください 

保護者氏名落合兼吉 
電話番号○×△一口○×△一〇〇〇〇 

払込日 剿��5日(再払込15日)(土､日､祝日の場合は翌営業日) 
ただし4 佇�,ﾓ#�?｢緯IZXﾙ�#�?｢嶋ﾈ�*�.h-�8ﾈ�,�+R�

払込先 口座番号 �15150-44440371庸荒F広島市立落合中軸 

この申込書は､必ず ｢落合中学校｣へご提出く ださい｡

以下､ゆうちょ銀行使用欄

自動払込利用申込霊に不備がありましたら､ 

下記該当事項に○印をつけ､返送下さい. 

1.記号寺号相違4.口座なし 

2.氏名相違5.その他() 

3.印鑑相違 不備返送先〒739-1741 

広島市安佐北区真亀2丁目1-1 

広島市立落合中学校 

取扱店日附印 
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1 4.就学援助(学用品費･給食費等の援助)について

広島市では､学用品費や給食費などを援助する｢就学援助｣を行っています｡希望される方は､別紙､_上空

成27年度　就学援助について(お知らせ)｣の申請書に必要事項を記入･押印･淵を添付の上､期限

までに学校-提出してください｡

<注意点>

1.今年度認定になっておられる方も､新たに平成27年度の申請が必要です｡

2.申請者と振込先口座名義人は同じ方となります｡ (違う方の場合は､委任状が必要です｡)

(父･母どちらが申請者になられてもかまいません｡)

3.申請書の世帯状況については､世帯の構成員全員をご記入ください｡

同居している万は､全員同一世帯としてください｡

4.初めて申請される方や振込先口座を変更される方は､口座の確認のた

め､右記のとおり通帳のコピーが必要ですo lに二〇,

監慧

匿蓋ヨ義:.I.5還:0.等葦

5.児童生徒の学年は､新学年を記入してください｡

6.平成2 7年度に新1年生となる弟妹がおられる場合は､併せてご記入ください｡

(他の小中学校等に在学中･進学予定の兄弟姉妹がおられる場合は､それぞれの学校-申請書の提出が

必要です｡ )

7.ボールペン又は万年筆で記入してください｡ (鉛筆で記入しないでください｡ )

8.印鑑は､申請者欄と枠外の2箇所に押してください｡ (㊥があります｡)

所得の証明書類は､原則不要です｡

平成27年度からの

大きな変更点で

す! !

申請理由の区分が3 :市民税が非課税の方(寡婦又は寡夫､障害者の方に限ります)

9 :経済的にお園りの万

所得の証明書矧も原則不要です｡平成27年度申請分から広島市の保有する所得情幸馴こよって､

所得額を年に2回確認･審査します｡

(詳しくは､就学援助についてのお知らせの3をご覧ください｡)

申請に合わせて､広島市教育委員会が住民情報及び所得

情報を確認することについて､同意していただくことにな

りますので､こ了承ください｡

校内提出期限 兌ﾙ�ﾃ#yD�8ﾈ緤?｢粟���
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疑問がありましたら､遠慮なく

落合中学校事務室(凪842-6416)

又は教育委員会学事課('払504-2469)

までお問い合わせください｡

15. 乂xﾕｨｸｹ�ｉj�B�調理委託方式)実施について 

本校におきましては､広島市が栄養のバランスを考えて作成した献立に基づいて調

達した食材を使って､民間業者により調理されたデリバリー給食を希望者に実施して

おります｡新入生におきましても4月より学校給食を下記の要領にて実施して参りた

いと思いますので､各ご家庭でもご検討くださいますようお願い申し上げます｡

1　給食実施対象

2　実施日

3　給食の内容

4　給食費

5　希望の有無

6　給食費納入

記

希望者が対象です｡

(希望されない方は､弁当をご持参ください)

月曜日から金曜日まで実施します｡

学校行事等で早く下校するときは､中止します｡

主食は､週のうち4日がご飯で､木曜日のみパンです｡

主食に､副食と牛乳がついてきます｡

(湯茶と箸は､各自持参する｡割り箸は持ち帰ってください)

保護者負担額は､ 1食あたり265円です｡

平成26年度2月現在

平成27年度5月決定

｢落合中学校デリバリー給食調査用紙｣ (クリーム色のA4用

紙)に必要事項をご記入の上､落合中学校事務室までご提

出ください｡

実施月の､ 5日(予備日15日)にゆうちょ銀行口座-の入

金をよろしくお願いします｡ (滞納されますと､次月より給

食を止めさせていただく場合があります)
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1 6.デリバリー給食における食物アレルギー対応について(お知らせ)

デリバリー給食における食物アレルギー対応は下記のとおりです｡食物アレルギー疾患のあるお子様がデ

リバリー給食を申し込まれる際には､下記をご確認のうえ､別紙の用紙｢生徒の健康管理について｣ (ピン

ク色)にて学校までご連絡ください｡締め切りを3月6日(金)とさせていただきます｡

記

1　食物アレルギー対応の対象者の決定基準

(1)から(4)の全てに当てはまる方が対象となります｡

(1)医師の診察.検査により食物アレルギーと診断されていること 

(2)アレルゲンが特定されており､医師から食事療法を指示されていること 

(3)医師が学校給食でのアレルギー対応が可能と判断していること 

(4)家庭でも食事療法を行っていること 

2　食物アレルギー対応の内容

デリバリー給食は､家庭からの弁当との選択制(申込みは月単位)ですので､アレルギー疾患のあるお子

様については､次の点を踏まえて主治医とご相談の上､ご利用を検討してください｡

(1 )　デリバリー給食では､小学校での給食と異なり調理段階でのアレルゲンの除去はできません｡

(2)　そのため､デリバリー給食を申し込んだ場合､アレルギー対応はr食べる際に生徒自らがアレ

ルゲンとなる食材を取り除く(教室除去)｣か｢アレルゲンを含む献立の日のみ弁当(副食)を持参

する｣ことを原則とします｡

(3)　ただし､教室除去では､アレルゲンを完全に除去することはできず､また､複数の副食が同じ

ランチボックスに入っているため､運搬途中に混ざる可能性もあります｡

【参考】本市小学校における食物アレルギー対応との違い

調理除去食 仆8��ｸ��代替食(代わりとなる料理) 持参 兢�9h鰄���

デリ′くリー給食 ����○ ��ｲ�○ 

小学校での給食 ��ｲ�謁�I?ｺH4x7*H4ｨ6｢��○ ��ｲ�○ 

(下図:副食の盛り付けの様子)

3　食物アレルギーのあるお子様がデリバリー給食を申し込まれる場合の手続き

(1)学校に連絡･相談

お子様の状況等をお伺いしたうえで､学校から以下の書類をお渡しします｡

番号 傚�}駝ﾂ�書類の流れ 

① 乂xﾕｩ�hｨ握yyﾘ轌;�Uﾂ�4�8ﾈ8ｸ4ﾘ�ｸ�ｫ9w���主治医記入-学校 

② ��瓜�4�8ﾈ8ｸ4ﾘ�ｸﾋH淑�鰻壷yyUﾂ益ﾈ�"��保護者記入-学校 

③ 乂xﾕｨｸｹ���瓜�4�8ﾈ8ｸ4ﾘ�ｹ�陌韈x麌��育y;�Uﾂ忠vﾈ�2��主治医記入-学校 

④ ��瓜�4�8ﾈ8ｸ4ﾘ�ｹ�陌��ﾈﾙ顋�益ﾈ�B��保護者記入-学校 

⑤ 儘ﾉ8x�9zy(hｧxﾕｨ,ﾈ6h8ｨ6�8ｨ�ｸｸｹ��,�*�*�.乂xﾕｩ�hｨ握yyﾘ轌;�Uﾂ�保護者-主治医 

(アレルギー疾患用)に基づいた食物アレルギー対応について 

※①から④の書類は食物アレルギー対応を続ける場合､毎年提出が必要となります｡

(2)医療機関での受診

健康保険証を持参し､上記書類①③⑤を提出し､主治医の診断を受け､ ①③に記入してもら

ってください｡

※診断及び文書料等に要する費用については､保護者負担でお願いします｡

(3)書類の提出

医療機関で記入してもらった書類①③及び保護者が記入する②④を学校-提出してください｡

･提出書類をもとに､主治医の指示内容を確認し､可能な対応について､保護者や学級担任等で

話し合い､お子様の支援のあり方を検討し､ご連絡します｡なお､場合によっては､さらに詳

しい情報の提供や面談をお願いすることがあります｡

･主治医から可能と判断された場合には､教室除去等の対応を開始します｡対応にあたっては､

毎月｢食物アレルギー対応一覧表(様式6)｣をご提出頂きます0

4　留意点

(1)デリバリー給食を申し込んだ場合､教室除去や代替食持参､弁当持参を行っても､給食費は変

わりません｡ただし､飲用牛乳を飲まない場合は減額となります｡

(2)成長に伴って､食物アレルギーの症状が改善されることもありますので､年に1回以上､定期

的に医療機関で受診し､主治医の指示を受けてください｡年度途中でも症状が改善した場合に

は､再度､管理指導表等の提出が必要となりますので､その都度学校にご連絡ください｡

(3)主治医の指示によっては､アレルゲンが含まれる献立について､場合によっては､代替食や弁

当を家庭から持参していただく場合もあります｡
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1 7.保健室からのお願い ～健康で安全な学校生活を送るために～

中学校3年間は､心身ともに大きく変化し成長していく時期です｡思春期にさしかかっ

た子供たらは､不安と動揺の中で自分づくりをしていき､時には疲れ､保健室を訪れること

もあります｡また､ケガをすることもあるかもしれません｡

保健室では子供の立場に立ち､子どもたらの心身の健康管理に関わっていきます｡入学に

当たり､下記の通りご協力をお願いいたします｡

1.登校前の健康観察をお願いします｡

学校に登校する前にお子さんの様子を確認してください｡

ロ寝起きはいいか　　□身体の不調を訴えていないか

□排便はすませた　　ロ発熱していないか　　　　　　　□朝食をしっかり食べたか

場合によっては､ ｢今日は家にいるよ｣や｢調子が悪かったらここに連絡して｣など

の会話をしていただくとお子さんも安心すると思います｡

*欠席される場合には必ず連絡をお願いします｡

感染症等の流行の兆しがないかチェックをしています｡欠席される際には､ ｢熱で｣

｢咳がひどくて｣ ｢頭痛｣ ｢下痢気味で｣など､詳しくお話ししていただくととても助か

ります｡

2.保健室とは

このような時に保健室へ来てください｡

◎気分が悪くなったとき

体調の悪い人が一時的に休養したり､早退するかどうかの判断をします｡

◎けがをした!

必要な救急処置を行います｡そして､病院へ行くかどうかの判断をします｡

◎心配ごとや悩みごと

身体や心に悩みごとがある時は遠慮なく来てください｡先生と一緒に考えましょう｡

◎身体や健康について知りたい

疑問があれば質問に来てください｡

保健室には身体のことや健康に関する本や資料があるので利用してください｡

また､定期的におたよりや保健室だよりを発行しています｡

3.保健室の利用の仕方

○　原則として『保健室利用カード』を､保健室を利用する時間の先
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生に必要事項を記入してもらい､保健室に持ってきてください｡ただし､緊急を伴う

場合は必要ありません｡

○　付き添いは必要な時だけにしましょう｡

○　ケガは当日の応急手当の場です｡

継続した手当てが必要な人は家庭で処置し､必要であれば病院に行きましょう｡

○　体調不良については一時的な休養場所として使います｡

1時間を目安として 子をみて､良くなれば教室へ､ 良くならなければ早退し､

病院へ受診したり､家で安静にしましょう｡

○　内服薬は置いてありません｡必要な人は自分で用意しましょう｡

注意:自分で飲む薬の名前や効果は知っておきましょう｡また､人へ薬を渡す

ことはやめましょう｡人によっては副作用が出ることがあります｡

○　身長計･体重計･座高計･視力測定器異等を使用できます｡

声をかけて使用しましょう｡ただし､使用時問は昼休憩と放課後のみです｡

4.学校感染症による出席停止について

学校感染症で医師より欠席の指示が出た場合には､登校する際に学校へ｢治癒証明書｣

をご提出ください｡治癒証明書の用紙等､学校にもおいてありますので､必要でしたら

取りに来ていただければと思います｡また､学校感染症等の一覧についても掲載してお

りますのでご確認ください｡

5.学校医･学校薬剤師

学校における健康診断や健康相談の実施､また､感染症予防やその他生徒の健康に関

することについてご助言やご指導をいただくなど､日々御生徒の健康の保持増進にご協

力いただいています｡

医療機関名 偖ｨ��電話番号 �8蹣kﾂ�診療科 

加川内科 佰ｹ632ﾓ#bﾓRﾓB�841-1515 ���ﾉ�X蕀��内科 

むねの眼科 亰Hﾞ��ﾓ"ﾓ#b�840-0550 做�nﾈﾕ��眼科 

高陽耳鼻咽喉科 亰Hﾞ��ﾓ"ﾓ"�841-6687 兀�>��ﾈ���耳鼻科 

横畑歯科 凅靼sRﾓ#ふ�"�843-0008 ��J疫IEb�歯科 

うえの薬局 ��F#Bﾓ#�ﾓ2�842-3388 ��9nﾉ�8謦�薬剤師 
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出席停止感染症-覧表
病名 凾ｨもな症状 亅I�R�ﾆ���潜伏期間 偬���.(鉅ｯｨｭB�

第 2 �48987H8ｸ4x985R�俘)Dﾒ�3�����C��竰�ｭi��.(ｽ�?x,ﾉ,�-ﾒ�飛沫 ��ﾓ)?｢�発症した後5日を経過し､かつ解 儼��ﾞr�,��

全身倦怠感 咳.鼻水.のどの痛み ��ｩ�r�偬�+X+ﾘﾎ3)?ｨ/�ﾆ��+x.�-ﾈ,R�

百日咳 刄Rンコンという短く 激しい咳が続く 儖)ir�6～15日 �<�tﾈ,ﾈ･�*ｨ���+x.�-ﾈ,ZH-ﾈ+ﾒ�,ﾓY?ｨｭH,ﾉ4ｹ�8,易(ｽｹ�ｹZ壱��ｲ�ﾝﾈ,�.h.俾�|8*ｨ�{�+x.�-ﾈ,R�

麻疹(はしか) 剩ｭ熱.鼻汁 目やに.発疹.くしゃみ 儖)ir�10-12日 弌��+X+ﾘﾎ39?ｨ/�ﾆ��+x.�-ﾈ,R�

咽頭結膜熟 �38℃-40℃の発熱 のどの痛み､目やに 結膜の充血 儖)ir�5-6日 偃Ywh��8*ｨ����+X+ﾘﾎ3)?ｨ/�ﾆ��

(プール熟) 劍ﾈｹhﾂ���+x.�-ﾈ,R�

流行性耳下腺路 剩ｭ熱 儖)ir�14-24日 俾�ｩ�"隗ｸ岔�(-ﾈ+ﾘ,ﾙ�8岔�(,ﾂ�
種 汎ｦﾄﾂﾃ6ﾈ*ﾒ�*ﾘ*�+ﾘ-8*ﾘ*�+｢��俾�,ﾉ��ｩYH,ﾈ鵰.ｨ,b�剋賴ｯが発現した後5日を経過し､ �.b�

痛み(押すと痛む) 劍*�,)�9�x�9�H*ｩ|xﾔH,�,�.�-ﾈ,R�り 学 校 医 そ の 

風疹(三日はしか) �38℃前後の発熱 発疹 リンパ節の腫れ 儖)ir�14-21日 價ﾘ+X/�*ｨ���+x.�-ﾈ,R�

水痘 剩ｭ疹-水庖- 儖)ir�11一-20日 �+x-x,H,ﾉJﾘ+X/�*ｩ'9Nx嶌+x.�-ﾂ�

(みずぽうそう) 凾ｩさぶた軽い発疹 ��ｩ�r��,R�他 の 医 節 に お い て 感 染 の お そ れ が な い と ■ め る ま で 

結核 剩ｭ熱.咳.暗痕.噂血 疲労t体重減少など 儖)ir�一様では ない 儼��8,�.h.逢xﾕｨ�8+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈ�8蹌�,�*�*(,HｫI�X,ﾈ*�+ｸ.ｨ*ｨ,�*(,b�Dh-�.�-ﾈ,R�

髄膜炎菌性髄膜炎 剞走潔鰹ﾇ状(頭痛､発 熱､疫撃､意識障害､髄 膜刺激症状)を示す 儖)ir�2.-4日 

第 3 種 凛ﾈﾗ9�ｸｧ�ﾈｹhﾈ个��,ﾘ.(.盈｢��冦ｨ,ﾈ甑Z悪H�ﾈﾂ�-ﾈ-H+ﾘ,ﾈ鵰.ｩmｨ.(,��;XﾔX,�5��8,ﾈ,�+(.��接触 ���ｭH決�2�病状により学校医その他の医 師において感染のおそれがな いと認めるまで …その他の感染症とは ち 書溶連菌感染症､マイコプ≧ 喜ラズマ感染症､流行性曝書 

急性出血性結膜炎 (アポロ病) 剿ﾚの激しい痛み 結膜が赤くなる 異物感､涙が出る ��ｩ�r�24-36 時間 

腸管出血性大腸菌 感染症(0-157) 剏モｵい腹痛 水溶性の下痢､血便 佝�ｲ�4.}8日 

コレラ 刮ｺ痢､曜吐､脱水症状 佝�ｲ�数時間～ 3日 

細菌性赤痢 剩ｭ熱､腹痛､下痢､曜吐 佝�ｲ�1-5日 

腸チフス 剋搗ｱする発熱､発しん 佝�ｲ�1-2週間 
(バラしん) 劍ｮﾉ6h岔y�x,ﾈ-�*唏詹�ｲ�

パラチフス 剪ｰチフスと同じであるが 佝�ｲ�1-2週間 ��8ﾏｹV�I6��Y�ｸﾖyL��8ｨ92�
症状が軽い 劍ｮﾈ59V�唏7x8ｸ6�984ﾒﾘ6咤�

そ 况驗�ｽｸｫI�X��発熱(39℃前後) 儖)ir�2一一4日 ���4X488ｸ5��ｸｬﾈ乖*ｨ*�.�-ﾈｮﾂ�
の 剩ｭ疹.房桃発赤.腫脹 劍�8+r��

他 の 刪�ｪ痛.イチゴ舌など 劔U優亦y�易��Κ���
マイコプラズマ 價ﾙDﾒ隱9�ｸ,ﾈﾈ8+X*(･��飛沫 �"ﾓ8�ｭB�

感 染 症 等 亅I�X��一ヽ が続く､咽頭炎 劍ｩ�-ﾈ+r絣�

流行性曜吐下 痢症 �<ｹJﾘ,ﾈｨY6b陋ｩy��Z�,帝JﾙDﾒ�経口 飛沫 ��ﾓ9?｢� 

(学校保健安全法施行規則による)
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1 8.独立行政法人･日本スポーツ振興センター災害共済給付金取扱いについて

この制度は､学校管理下においてケガ､病気(給貴による貴中毒など)をしてその総支払額が

5,000円以上(本人負担1 ,500円以上)の場合支払い額に応じた給付が行われる制度です｡

1年生は加入申込書を4月の入学受け付けの際にお渡しする予定になっていますので､その際に

申し込みをしてください｡なお2, 3年生については継続になりますので､申し込みの必要はあり

ません｡

共済掛け金の徴収については口座引き落としとなります｡口座登録を3月6日までに別紙の用

紙をご記入いただき､ご提出ください｡

本校での手続きの方法

①けがが発生した場合､保健室へ報告をしてください｡

休日のクラブ活動でのけがの場合､事後､保健室が開いているときに声をかけてください｡

②保健室より必要書類をお渡しします｡
･災害発生の状況については､本人､保護者で記入をお願いいたします｡

･医療等の状況･調剤報酬帽月細書については､病院･薬局に提出し､記入してもらって

ください｡

･医療等の状況･調剤報酬明細書については1カ月1枚の用紙になっています｡足らない

場合は取りに来てください｡
･接骨院等を利用された場合は別の用紙をお渡ししますので､そちらに記入をお願いして

ください｡

③生徒より必要書類が届き次第､申請手続きをする

書類が届かないと申請ができません｡忘れず提出をお願いいたします｡

④給付金支給(申請後､ 3-4カ月かかります｡)
･給付金が支給されたら､掛金の納入の際に登録いただいた口座へ振り込みを行います｡

手数料が30円ほどかかりますが､ご理解とご協力をよろしくお願いいたします｡

また､振り込みが完了しましたら文書にて通知させていただきます｡

*手続き上わからないことがある時は､遠慮なく養護教諭に連絡してください｡なお､支払いは

保険証を使用して残り3割ですが､給付金はお見舞いの意味も含まれて､ 4割給付となります｡

* ｢ひとり親家庭医療費補助｣等･他の法令による給付を受けていて､窓口での支払いがなくても､

初診から治癒までの診療報酬点数が合計500点以上であれば､ ｢自己負担額+医療保険並みの療

養に要する費用の1割｣が支給されます｡

*生活保護法の適応を受けている場合は対象外です｡

*保険の効かない治療は対象外です｡

-29-



日本スポーツ振興センター災害共済給付制度にかかる掛金

(以下｢掛金｣といいます｡)の納入について(お知らせ)

日本スポーツ振興センターの災害共済給付は､学校の管理下において児童生徒等が災害に遭った場合､その治

療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う制度で､広島市では､児童生徒等の不慮の災害に備えて､日本

スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでおり､掛金は広島市と保護者が負担します｡ (保護者負担額の

詳細は､ 4月に配布予定の『独立行政法人日本スポーツ振興センター｢災害共済給付制度｣ -の加入のご案内』

をご覧ください｡)

加入はあくまでも任意ですが､この災害共済給付制度の趣旨をご理解いただき､在学中､お子さまが安心して

学校生活を送ることができますよう､加入されるようお願いしております｡

掛金につきましては､保護者の口座から直接､広島市口座-の振替納付となりますので､お手数をおかけしま

すが､下記の通り､関係書類にご記入･押印の上､提出してください0

記

1提出書類

｢口座振替依頼書または自動払込利用申込書｣

※ 1記入例を参考に金融機関口座名及びその他必要事項を記入してください｡

※2　教材費等の引き落としを行う金融機関口座と同じ口座を記入してください.

(異なる口座を登録されると引き落としができません｡)

※3　口座振替依頼書は1 ･ 2枚目のみ学校に提出し､ 3枚目はご家庭で保管してください｡

※4　兄弟姉妹が在籍している場合も一人につき一部の提出をお願いします｡

※5　就学援助や生活保護を受けられている方も､提出をお願いします｡ただし､掛金の自己負担はあり

ません｡今後､就学援助や生活保護の対象でなくなった場合に､登録口座より引き落としをさせて

いただきます｡

2　期限及び提出先

平成27年3月6日(金)

3　引き落とし日

平成27年度は､ 7月に納入通知を送付させていただいた後､ 9月末日にご登録口座から引き落とされる予定

です｡
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記　入　例

日本スポーツ振興センター共紺金呂座慧慧慧頼書は.平成2,年… 劔劔剪�o日を記 入. 

うらよ銀行銀行 

で`ださい○栢;a墨壷貰細谷店様保護書名を記入してください. /亡■.二 

ゆつちよ銀打(郵便局を) 先-t.二王1ノ;,i,JFigされる琳丁は.仰,lLLnJ,JUでLqr:J).みとし.畑紺史F_77.ち(ミ吉J入しかでく{--小一 

1枚日.2枚目に､ 
必ず押印してくださ い○ ｢落合中｣と記入 してください○ 4月時点の学年 (1年)を記入し てください｡ 1枚目.2枚 目に､必ず押 印してくださ い○ ゆうらよ銀行の 口座番号を､下 の欄に記入して ください. 

芙哲学要撃 さい. 剳ｿ 入 義 務 者 �7H8ｨ4ｸ6��A_Xキ_/A"E"__ 剴�hy?｣)hy?ｨ,����8+X,H*ﾘ+�+8*(�ｲ���b�ｮ��*"�7ｲ�ﾂ�6ﾘ8ﾂ�7��92�,R���>��,ﾂ�-ﾒ�ｴﾂ�+R�,B�*ﾒ�

氏名 ���W8自�b�

電話番-Pi 俾��粐4ｦ���6I�)9宙�ｳ�"��ｨ�ｨ�｢ﾘ�������

住所 儘ﾉ8x�9(hﾛ)fｸｾi¥XｵH�ｲﾘ�籀�"��

児 症 i 等 �7H8ｨ4ｸ6��スズキハナコ 刳w朗広島附落合中/妄校 

Lt 儻8扎6��
学年.組7争--一旦 

私は､次のとおり､広島市に納付すべき日本スポーツ振興センター共済掛金を､預貯金口座から口座振 替の方法で納付したいので裏面の事項を了承の上､届け出ます○ 

所 節 口 座 佰ｸﾜ�kﾈｶ��ﾂ�フリガナ 剴�hym｣)hymｨ,佰ｸﾜ��kﾈｶ��ﾈ,ﾈ�9��8ﾉ2�,ｩ*�諍w��8/�咥�2�+X,H*ﾘ+�+8*&��
氏名ノノ挿木-邸 

警買軍学琶 劔フち上流fTのみ)広島市電佐北区貢亀〇一×-△ 

金融機関l万舗 况�ｾ�顥¥｢挨�9h+x.��H鬨ﾏｸ姜MHﾘb�Xｶﾈ-�,h+Y��,��冤 I ll l 者l 

･ゆ竿除F=コ〒ド=l〒-F �/��ｸ,X鈷/�,X*ﾘ+�+8*$2�5ｸ8ﾘ/�ｴﾉ?ﾈ+X,H*ﾘ+�+8*(����劍+��+2�*"�
･普-金F2当座-l毒: 冤l ll 

※預貯金 同じロ (異なる ん.) 劔ゆうちよ銀行開票- �,ｩyx�9�#ﾆdｩ�咽ｹ,ｨ��ﾇﾈｽiUｶgCﾒ菁9�h+�5ｲ�

1 �#､ｦ鼎､�^滅C｣#｣3｣C｢�lJl 5:A:1:- 

※ゆつちよの断を糾旨=L糾合は白帆込み仙胡され主す⊂/T 

l開始時期:脚気申込月の翌々月から 

座菅早ノ碗JJ6旦末日(休業日の場合は翌営業日) 

＼.払込先ロ舶 

慰書芸賢書信≡三二芸…;害と欝壷芸孟琵=慧 
取扱店日附印 

1/3 
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19. ��c�D��生 �� 傴ｹLﾉHB�

1.購入月日　　3月27日(金) 16 : 00-17 : 30

2.購入場所　　落合中学校　技術棟(校門を入り､右に進み､グランド側にあります｡)

3.生活用品　　(1)上ぐつ(男女とも赤色のライン)　2, 150円

(2)通学バック(学校指定)　　　　　　6. 600円

(3)基準服(別紙)　　　　振込金受領証と引き換え

(4)体操服(別紙)　　　　申込書記入金額による

※　名札はPTAより記念品として贈呈します｡

4.教科用品 (1)ノートセット　　　　　　　　　　　　　　　700円

国語ノート ��S�冷�二百字帳 ��#�冷�

数学ノート ��S�冷�社会ノート ��3�冷�

英語ノート ��S�冷� ��

(2)美術デザインセット　　　　　　　　3, 200円

(3)音楽アルトリコーダー　　　　　　1, 900円

(4)国語辞典　6万～7万項目程度(教室で個人管理)　　2, 500円

※ (2) (3) (4)については､兄･姉等から譲り受けたものでかまいません｡

※　各教科で副教材を購入しますが､入学後に連絡します｡

5. 3月27日､都合により購入できなかった場合･ ･ ･

●基準服･ ･ ･男子(キョーリツ)女子(いとや)の取扱店に

直接ご相談ください｡

●そめ他の物品･ ･ ･落合中学校売店で3月31日(火)

9時～1 1時にご購入ください｡

●小学校での採寸ができなかった場合は､直接電話してください｡

体操服･水着-体育社外商部(230-4488)

基準服(男子) -キョーリツ(248-0480)

基準服(女子) -いとや本通り店(248-1338)

いとやセンター店(225-3221)
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会 負



21. 儘ﾉ8x�9zyx靼y(hｧxﾕ･�D��規約 

第1章　総　　　　　則

第1条　本会は落合中学校保護者と先生の会(略称落合中学校PTA)と称する｡

第2条　本会の事務局を広島市立落合中学校におく｡

第2章　目　　　　　的

第3条　本会は家庭と学校と社会とが一体となり,民主教育の振興､会員の教養の向上ならびに社

会教育の改善をはかり､生徒の福祉を増進することを目的とする｡

第3章　方　　　　　針

第4条　本会は政治的宗教的色彩を含まず､教育を本旨とする民主団体として活動する｡本会の

名においていかなる営利企業を支持することも､いかなる職務の候補者を推薦することも

出来ない｡

第5条　本会は生徒の福祉のために活動する他の社会団体と協力する｡

第6条　本会は自主独立のものであって､他のいかなる団体の支配･統制･干渉を受けてはならな

い｡

第7条　本会は教職員及び教育委員会と学校間題について討議し､またその活動を助けるために

意見を具申し､参考資料を提供するが､直接に学校の管理や人事に干渉するものではない｡

第8条　本会は国及び公共団体の適当な教育予算の充実を期するために努力する.

第9条　本会は学校の財政的維持及び教職員の給与･待遇その他に関して直接責任を負うもので

はない｡

第4章　事　　　　　業

第10条　本会の目的を達成するために次の事業を行う｡

(1)会員の教養の向上と社会教育の改善に必要な事業

(2)保健衛生の改善充実並びに福祉の増進に必要な事業

(3)校外生活充実のための事業

(4)教育施設設備の充実に必要な事業

(5)その他必要な事業

第5章　会　　　　　見

第11条　本会の会員は学校に在籍する生徒の保護者と校長･教頭･主幹教諭･事務職員等(以下

教職員という)とする｡会員はすべての平等の権利と義務を有する｡

第12条　会員は総会において定められた会費を納める｡
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第6章　役　　　　　鼻

第13条　本会は次の役員を置く｡

(1)会　　長　　1名

(2)副会長　　　若干名

(3)本部書記　　若干名

(4)会計監査　　2　名

(5)専門部･正副部長　　6　名　　●教養広報部　●体育厚生部　●生活指導部

(6)学年会(正副代表)　6　名

(7)学級委員　学級毎に4名(教養広報部1 ･体育厚生部1 ･生活指導部1 ･学級代表1)

(8)学校側委員　　6　名

(9)会計庶務　　　2　名

(10)常任顧問　　校　長

(ll)顧　　問　　若干名

第14条　役員の選出は次のとおり行う｡

(1)会長･副会長･会計監査は会員中より総会において選出する

(2)専門部の正副部長及び書記は各部委員の中より互選する

(3)学校側委員は運営委員とする

(4)その他の役員は本部委員の推薦により会長がこれを委嘱する

第15条　役員の任務は次の通りとする｡

(1)会長は本会を代表し一切の会務を処理する

(2)副会長は会長を補佐し､会長事故あるときはその任務を代行する

(3)本部書記は本部委員会に所属し､本会の書記業務を遂行する

(4)会計監査は本会の会計を監査する

(5)本部委員は委員会を組織し会長副会長を助けて会務を処理する

(6)専門部正副部長及び学年委員会は分担各部の運営にあたる

(7)生活指導部委員は生徒校外生活の向上につとめる

(8)学年委員･学級委員はそれぞれの学年主任及び学級担任と連絡を密にし､教育の運営充

実を図る　学級活動にあたっては､学級委員4名が一致協力して円滑にこれを処理する

(9)学校側委員は本部委員会に参加し､教職員との連絡を密にする

(10)常任顧問及び顧問は会長の相談に応ずる

第16条　役員の任期は1年とし留任を妨げない｡補欠者の任期は前任者の残任期間とする｡

第7章　組　　　　　織

第17条　本会に次の機関をおく｡

(1)総　　　会

(2)執行部会

(3)本部委員会

(4)専門　部会

(5)学　年　会

第18条　総会は最高の決諸機関で年1回以上開き､会員の三分の一以上出席し出席者の過半数

をもって議決を有効と認める｡

臨時に総会を開く場合は､委員会又は会員の三分の二以上の要求によって会長が招集

する｡
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第19条　総会は次のことを行う｡

(1)役員の選出

(2)規約の改廃

(3)監査の報告

(4)事業経過並びに事業計画の説明及び承認

(5)決算並びに予算の審議及び乗認

(6)その他必要な事項

第20条　執行部会は会長･副会長･校長･教頭で構成する｡

第21条　執行部会は次のことを行う｡

(1)総会の準備

(2)本部委員会の準備

(3)その他必要な事項

(4)執行部会は毎月1回以上招集することを原則とする

第22条　本部委員会は会長･副会長･専門部正副部長･学年会正副部長･常任顧問･学校側委員･

本部書記･会計庶務で構成する｡

第23条　委員会は次の権限をもつ｡

(1)総会決議の運営に関すること

(2)総会提出議案の作成に関すること

(3)諸規定の作成及び乗認

(4)学年会並びに専門部会より提出された議案の審議

(5)他団体に対し本会を代表する事項に関すること

(6)その他必要な事項

(7)委員会は毎学期1回以上招集することを原則とする

第24条　緊急を要する事項は委員会の協議により臨機に処理し､事後総会の承認を得るものとす

る｡

第25条　本部に専門部として3部及び学年会をおき､会長･委員会の委嘱された事業の執行にあた

る｡

(1)教養広報部

研修活動に関すること及び学校施設の整備充実に関すること

広報活動に関すること及び文化行事に関すること

(2)体育厚生部

体育活動の推進と会員の親睦に関すること

保健衛生の改善充実並びに福利の増進に関すること

(3)生活指導部

校外生活に関する各種地域活動に関すること

(4)学年会　学年･学級のPTA活動に関すること

第26条　各専門部の構成は次の通りとする｡

(1)本部委員は会長の委嘱を受けて各専門部に所属する

(2)各専門部に学年側委員1名,会長の委嘱を受けて所属する

(3)各専門部に部長･副部長･書記各1名をおく

第27条　学年会は必要に応じて会長または学年委員が会長の乗認を経てこれを招集することが

できる｡
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第8章　会　　　　　費

第28条　本会の経費は会費ヰ美章･寄附金及び雑収入により支弁する｡

第29条　本会の会費は一世帯月額300円とする｡

第30条　本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる｡

付　　　　　則

第1条　本会の規約及び付則の改正は総会において出席者の三分の二以上の賛成投票による｡

第2条　本会の規約及び付則は昭和60年4月1日から実施する｡

第3条　本会の規約及び付則は平成3年4月1日から実施する｡

第4条　本会の規約及び付則は平成6年4月23日から実施する｡

第5条　本会の規約及び付則は平成25年4月27日から実施する｡

落合中学校p TA慶弔規定

第1条　本校生徒が死亡した場合は香典5･000円と花輪をおくり､会の代表者(会長･当該学級委員

1名)が葬儀に参列し弔意を表す｡

第2条　生徒の父母またはこれに代わる保護者が死亡した場合は香典5,000円と花輪をおくり,会

の代表者が葬儀に参列し弔意を表す｡

第3条　本校教職員が死亡した場合は香典5.000円と花輪をおくり､会の代表者が葬儀に参列し弔

意を表す｡

第4条　本教職員の父母僧偶者･子供が死亡した場合は香典5.000円と花輪をおくり.会の代表者

が葬儀に参列し弔意を表す｡

第5条　本校生徒が傷害.疾病のために入院一週間以上,家庭治療三週間以上必要な場合､見舞

金3,000円をおくる｡

第6条　本校保護者がPTA行事において傷害のため入院一週間以上､家庭治療三週間以上休暇

を必要とする場合､見舞金3.000円をおくる｡

第7条　本校職員が結婚又は出産した場合は祝儀として3,000円をおくる｡

第8条　本校職員が転勤又は退職した場合は儀別(記念品料)として最初の1年は3,000円､ 2年以

上は一律5,000円とする.

第時　役員の離任その他慶弔を表す必要が生じた場合は､本部委員にはかり適切な方法を講ず

るものとする｡

付　　　　　則

第1条　本規定は昭和54年4月1日から実施する｡

第2条　本規定は平成6年4月23日から実施する｡

第3条　本規定は平成7年4月1日から実施する｡

第4条　本規定は平成12年4月1 5日から実施する｡

第5条　本規定は平成16年5月8日から実施する｡

第6条　本規定は平成24年4月1日から実施する｡

第7条　本規定は平成25年4月27日から実施する｡
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保護者の皆様へ
PTA会長　藤　堂　秀　則

校内における生徒の携帯電話所持禁止について

初春の候､皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます｡

また､落合中学校へのご入学を控えまして､ PTAを代表し､心より歓迎申し

上げます｡

さて､表題の件でございますが､ご家庭では､緊急時の連絡用または生活利便

場､既に携帯電話をお持ちのお子様､あるいはこれから購入をご検討されている

ご家庭もあろうかと存じます｡

携帯電話も既に社会生活の一部となって久しく､それによる恩恵も多々ござい

ますが､校内においては､無くてはならないものではありません｡緊急時には､

学校より保護者へ連絡体制が整っておりますし､校内には公衆電話も設置されて

おります｡

なお､広島市立の中学校においては､生徒の携帯電話の校内持ち込みは原則禁

止とされており､落合中学校も同様とされております｡

また､禁止にも関わらず､携帯電話を持ち込むことに起因する授業散漫による

学力低下､周囲を含めた規律の著しい乱れの一因としても様々な影響が報告され
ております｡

以上の内容を踏まえまして､落合中学校PTA本部委員会では､本年度も携帯

電話の携行について下記の通り､学校と協議決定いたしました｡

記

学校への携帯電話の持ち込みは､原則禁止(※)とす 
る○持ち込んだ場合は､担任の先生に強制的に預かつ 
ていただき､返却については保護者の直接申し出に 

より返却とし､例外は認めない. 

(※)保護者からの事前届け出による承認の有る場合は別途｡

以上､様々なお考えやご意見もあろうかと存じますが､趣旨をご理解の上､皆

様のご協力をお願い申し上げます｡
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23. �8��-ル連絡網登録のご案内 

広島市立　落合学校

m会長藤堂秀則

学校長原之園和弘

保護者の皆様には､日頃よりPTA活動-のご協力を賜り､厚く御礼申し上げます｡

さて､本校では今までの電話連絡網とあわせて､メール連絡網を導入しております｡この

システムは､携帯電話･パソコンのメールアドレスにメールを発信し連絡網として利用する

ものです｡

携帯電話･パソコンのメールアドレスをお持ちの方は､ ｢メール連絡網登録方法｣につい

ての案内は､ 4月1日に配布しますので､ご登録をお願いいたします｡

メール連絡網の概要

●　携帯電話のメールアドレスにも送信できるため､留守の場合も外出先で連絡を確認で

きます｡

●　これまでの時間差で伝わっていた電話連絡網と違い､複数の保護者-同じ内容の連絡

を一斉に伝達できます｡

●　登録は自動で簡単です｡

●　メールアドレスは､学校側には表示されない仕組みとなっており､個人情報の保護に

留意しています｡

●　文字伝達ですので､伝え忘れや聞き間違えがありません｡

●　携帯電話､パソコンなど複数のメールアドレスで登録できます｡

※　なお､このシステムの加入は希望者のみの登録であり､強制ではありません｡

※登録･使用料は無料ですが､パケット通信料が別途かかります｡

※パケット通信料は､携帯電話会社の契約プランにより異なりますので､各携帯電話会社にお問い合わせく

ださい｡

問い合わせ先:082-842-6416 (担当‥教頭　小島健作)
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平成27年4月　　広島市立落合中学校

午前6時:警報(暴風警報･大雨警報･洪水警報)が出ている-　自宅待機
<自宅を出る前に警報が出ている場合も自宅待機>

午前10時までに警報が解除-解除1時間後より始業予定
(生徒の登校状況にあわせ授業開

★例) 8時に解除-9時より学校が始まります

午前10時:警報が出ている-臨時休校

警報が出され､風雨が強まると考えられる場合､緊急に下校させる事があります
※連絡網または保護者宛通知により連絡します

※通学路の安全につきましては､学校の方でも教職員が巡回しながら状況を確認しますが､
保護者の皆様方にも通学路を巡回していただき､安全について十分ご確認ください｡

※　下校が危険な場合は､保護者の方に迎えに来ていただく場合もあります｡

※上記のような警報時のみならず､大規模災害や､重大な事故や事件が起こる場合も考え
られます｡どのような場合でも､生徒の安全を優先し対応いたします｡ご家庭でも､日頃
から､非常時の場合について話し合っておいてください｡
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25.　教　室　等　配　置　図
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